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第５節 肝炎対策 
本節は、肝炎対策基本法（平成２１年法律９７号）第４条及び肝炎対策の推進に関する基本的な指針（令和４年３月７日改正）に基

づく埼玉県肝炎対策推進指針として、県、市町村等が取り組むべき方向性を示すものです。 

 

１ 目指すべき姿 
ウイルス性肝炎の完全な克服を目指すための取組を強化し、肝がんの罹患率をできるだけ減少させるとともに、肝硬変又は肝がんへ

の移行者を減らします。 
 

２ 現状と課題 
⑴ 現状 
ア 肝炎ウイルス感染者数の推計 

全国の肝炎ウイルスのキャリア（＊）はＢ型が少なくとも約１１０万人、Ｃ型は約９０万人いると推定されます。 
＊肝炎ウイルスが体内に持続的に存在し続けている者 
【図表 2-2-5-1 肝炎ウイルス感染者数の推計】 

 
資料：令和元年度（２０１９年度）厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業報告書（田中班）、埼玉県の 
  感染者数は全国推計値に埼玉県人口比率５.８％を乗じて算出 

 
イ 肝疾患患者数の推計 

全国のウイルス性肝炎の患者数は、Ｂ型が５１，０００人、Ｃ型が１００，０００人で、肝疾患死亡者数は、ウイルス性肝炎２，

６５７人、肝がん２５，２６４人、肝硬変８，０８８人となっています。  
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【図表 2-2-5-2 肝疾患患者数の推計】 

 
全国 埼玉 

Ｂ型 Ｃ型 Ｂ型 Ｃ型 

キャリア※１ １１０～１２０万人 ９０～１３０万人 ６～７万人 ５～８万人 

患者※２ ５万１千人 １０万人 ２，９５８人 ５，８００人 

肝疾患 

死亡者 

※３ 

ウイルス性肝炎 ２，６５７人（２．１) １３４人(１．９) 

肝がん ２５，２６４人（２０．４) １，２６７人(１７．７) 

肝硬変 ８，０８８人(６．５） ４４８人（６．２) 

（ ）内は死亡率 

※１資料 令和元年度（２０１９年度）厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業報告書（田中班）、埼玉県の感 

染者数は全国推計値に埼玉県人口比率５.８％を乗じて算出 
※２資料 平成２９年（２０１７年）患者調査（厚生労働省）のうち上巻「総患者数、性・年齢階級×傷病小分類別」における

「Ｂ型ウイルス肝炎」、「Ｃ型ウイルス肝炎」 
埼玉県の患者数は全国推計値に埼玉県人口比率５.８％を乗じて算出 
※３資料 令和元年（２０１９年）人口動態調査（厚生労働省）のうち「死亡数、性・死因（死因簡単分類）、都道府県（大都市

再掲）別」及び「都道府県（２１大都市再掲）別にみた死因簡単分類別死亡率（人口１０万対）」における「０１４００ウイルス肝

炎」、「０２１０６肝及び肝内胆管の悪性新生物」、「１１３０１肝硬変（アルコール性を除く）」 
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ウ 肝疾患による死亡者数・死亡率の推移 
全国の肝疾患による死亡者数は減少傾向となっています。 
 
【図表 2-2-5-3 肝疾患による死亡者数・死亡率の推移】  上段：１０万人あたり死亡率、下段：死亡者数  
  

ウイルス性肝炎 肝がん 肝硬変 計 

全国 埼玉県 全国 埼玉県 全国 埼玉県 全国 埼玉県 

平成２７年 
（２０１５年） 

３．６ ３．１ ２３．１ １８．１ ６．１ ５．９ ３２．８ ２７．１ 

４，５１４ ２２４ ２８，８９０ １，２９４ ７，６４９ ４２５ ４１，０５３ １，９４３ 

平成２８年 
（２０１６年） 

３．１ ３ ２２．８ １８．１ ６．２ ５．７ ３２．１ ２６．８ 

３，８５１ ２１３ ２８，５３５ １，２９９ ７，７０７ ４０８ ４０，０９３ １，９２０ 

平成２９年 
（２０１７年） 

３ ２．５ ２１．８ １７．６ ６．６ ６．２ ３１．４ ２６．３ 

３，７４３ １８０ ２７，１１６ １，２６２ ８，２８４ ４４８ ３９，１４３ １，８９０ 

平成３０年 
（２０１８年） 

２．５ ２．３ ２０．９ １６．６ ６．７ ６．５ ３０．１ ２５．４ 

３，０５５ １６５ ２５，９２５ １，１９２ ８，３０７ ４６６ ３７，２８７ １，８２３ 

令和元年 
（２０１９年） 

２．１ １．９ ２０．４ １７．７ ６．５ ６．２ ２９ ２５．８ 

２，６５７ １３４ ２５，２６４ １，２６７ ８，０８８ ４４８ ３６，００９ １，８４９ 

資料 人口動態調査（厚生労働省）のうち「死亡数、死因（死因簡単分類）・性・都道府県（特別区－指定都市再掲）別」及び「死因
（死因簡単分類）別にみた都道府県（特別区－指定都市再掲別死亡率（人口１０万対）」における「０１４００ウイルス肝炎」、
「０２１０６肝及び肝内胆管の悪性新生物」、「１１３０１肝硬変（アルコール性を除く）」 
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エ 都道府県別肝疾患死亡率の推移 
埼玉県肝疾患死亡率は、平成２７年（２０１５年）の２７．１から減少し、令和元年（２０１９年）は２５．８となっています。 
【図表 2-2-5-4 都道府県別肝疾患死亡率の推移】 ( )内：対１０万人あたり死亡率 

順位 
平成２７年 

（２０１５年） 

平成２８年 

（２０１６年） 

平成２９年 

（２０１７年） 

平成３０年 

（２０１８年） 

令和元年 

（２０１９年） 

高 

← 

死
亡
率 

→ 

低 

４７位 
佐賀県 

（５０．１） 

佐賀県 

（５０．４） 

佐賀県 

（４８．６） 

和歌山県 

（４５．７） 

徳島県 

（４４．９） 

４６位 
和歌山県 

（４７．５） 

和歌山県 

（４７．０） 

和歌山県 

（４３．３） 

佐賀県 

（４３．３） 

愛媛県 

（３９．３） 

４５位 
徳島県 

（４５．９） 

徳島県 

（４５．７） 

山口県 

（４３．０） 

徳島県 

（４２．４） 

宮崎県 

（３９．１） 
‥

・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ 

‥

１０位 
埼玉県 

（２５．８） 

９位 

・
・
・ 

８位 

７位 
埼玉県 

（２６．８） 

埼玉県 

（２６．３） 

埼玉県 

（２５．４） 

６位 
埼玉県 

（２７．１） 
・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ ‥ ‥

３位 
滋賀県 

（２５．４） 

滋賀県 

（２３．６） 

新潟県 

（２３．４） 

東京都 

（２２．９） 

新潟県 

（２２．８） 

２位 
新潟県 

（２３．４） 

新潟県 

（２３．０） 

沖縄県 

（２２．７） 

滋賀県 

（２２．８） 

滋賀県 

（２２．４） 

１位 
沖縄県 

（２３．０） 

沖縄県 

（２２．８） 

滋賀県 

（２１．７） 

沖縄県 

（２２．０） 

東京都 

（２２．３） 

全国 （３２．８） （３２．１） （３１．４） （３０．１） （２９．０） 

資料 人口動態調査（厚生労働省）のうち「死因（死因簡単分類）別にみた都道府県（特別区－指定都市再掲別死亡率（人口１

０万対）」における「０１４００ウイルス肝炎」、「０２１０６肝及び肝内胆管の悪性新生物」、「１１３０１肝硬変（アルコール性を

除く）」の合計 
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オ がんの部位別死亡割合の推移（埼玉県） 
がん部位別死亡割合は、肝臓がんは減少傾向となっています。 
 
【図表 2-2-5-5 がんの部位別死亡割合の推移（埼玉県）】 

 
資料 人口動態調査（厚生労働省）（数値は死亡者数） 

 

５００

５４７

５５５

６０１

５７９

６１４

５７２

６２３

６１６

６５８

６３５

６７９

６３５

６５２

６５５

６６２

６８４

６３２

６７０

６９１

２,４５０

２,３７５

２,３９０

２,４１８

２,４５５

２,５３４

２,５７９

２,６０１

２,５７９

２,５０７

２,６７７

２,５９８

２,５６８

２,４８７

２,６０３

２,５２０

２,３８４

２,３９５

２,４９２

２,３７３

１,６７０

１,７３１

１,７３９

１,７８０

１,８９１

１,９２９

２,００４

２,１１４

２,０６８

２,１６５

２,１０５

２,２７１

２,４２１

２,４３７

２,５４９

２,４９４

２,５７１

２,６９０

２,７５５

２,７６２

１,３４４

１,３５３

１,４１３

１,３６３

１,４２０

１,４４３

１,４７９

１,３８１

１,３９２

１,３７５

１,４５７

１,４１６

１,３８８

１,３０２

１,３０３

１,２９４

１,２９９

１,２６２

１,１９２

１,２６７

８２５

８４６

９０７

９０６

９２４

１,０１９

１,０３３

１,１１９

１,１４１

１,１９２

１,２６９

１,３２７

１,３９６

１,４１１

１,５１３

１,５６７

１,６２４

１,７０２

１,７０５

１,７９０

２,２１５

２,２９９

２,３９３

２,４７３

２,６９２

２,８２９

２,８９３

３,００９

３,１７６

３,１８５

３,１６３

３,３８３

３,５２３

３,５９３

３,６１８

３,７８８

３,８１４

３,７４０

３,８２１

３,９４９

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１２(２０００)

Ｈ１３(２００１)

Ｈ１４(２００２)

Ｈ１５(２００３)

Ｈ１６(２００４)

Ｈ１７(２００５)

Ｈ１８(２００６)

Ｈ１９(２００７)

Ｈ２０(２００８)

Ｈ２１(２００９)

Ｈ２２(２０１０)

Ｈ２３(２０１１)

Ｈ２４(２０１２)

Ｈ２５(２０１３)

Ｈ２６(２０１４)

Ｈ２７(２０１５)

Ｈ２８(２０１６)

Ｈ２９(２０１７)

Ｈ３０(２０１８)

Ｈ３１(２０１９)

食道 胃 大腸 肝臓 すい臓 気管・肺 乳房 子宮 白血病 その他(年度)
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カ 肝がん年齢調整死亡率（７５歳未満）＜人口１０万対＞ 

  埼玉県の肝がん年齢調整死亡率（７５歳未満）は、３．９となっています。 
 

【図表 2-2-5-6 肝がん年齢調整死亡率（７５歳未満）＜人口１０万対＞】 

 
資料 部位別７５歳未満年齢【調整死亡率（令和元年（２０１９年））国立がん研究センターによる 
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【図表 2-2-5-7 肝がん年齢調整死亡率（７５歳未満）の推移 －全国と埼玉－】 

 
資料 部位別７５歳未満年齢調整死亡率（国立がん研究センター） 
 
 

  

１３.６
１３.１

１２.６

１１.８
１１.３

１０.６

９.８
９.３

８.７

７.９
７.６

７.０
６.４

６.０
５.６ ５.４

５.１
４.６

４.２
４.０

１２.１

１１.５
１１.２

１０.４
９.９

９.４

８.５

７.６ ７.８

６.７ ６.９
６.４

５.８

４.８ ４.９ ４.８
４.５

４.１
３.６

３.９

０.０

２.０

４.０

６.０

８.０

１０.０

１２.０

１４.０

１６.０

Ｈ１２

(２０００)

Ｈ１４

(２００２)

Ｈ１６

(２００４)

Ｈ１８

(２００６)

Ｈ２０

(２００８)

Ｈ２２

(２０１０)

Ｈ２４

(２０１２)

Ｈ２６

(２０１４)

Ｈ２８

(２０１６)

Ｈ３０

(２０１８)
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【図表 2-2-5-8 肝がん年齢調整死亡率（７５歳未満）の推移 －全国と埼玉－】 

（総数） 
年次 全国推計値 埼玉県 

平成２８（２０１６）年 ５．１ ４．５ 

平成２９（２０１７）年 ４．６ ４．１ 

平成３０（２０１８）年 ４．２ ３．６ 

（男） 
年次 全国推計値 埼玉県 

平成２８（２０１６）年 ８．２ ７．３ 

平成２９（２０１７）年 ７．５ ６．４ 

平成３０（２０１８）年 ６．８ ５．７ 

（女） 
年次 全国推計値 埼玉県 

平成２８（２０１６）年 ２．２ １．７ 

平成２９（２０１７）年 １．８ １．８ 

平成３０（２０１８）年 １．８ １．６ 

資料：部位別７５歳未満年齢調整死亡率（国立がん研究センター） 
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キ 肝がん粗罹患率・年齢調整罹患率＜人口１０万対＞ 
全国の肝がん年齢調整罹患率は、平成３０年（２０１８年）男２０．０、女６．２となっています。 
埼玉県の肝がん年齢調整罹患率は、平成３０年（２０１８年）男１６．６、女５．７となっています。 

 

【図表 2-2-5-9 肝がん粗罹患率・年齢調整罹患率＜人口１０万対＞】 
（総数） 

年次 
全国推計値 埼玉県 

粗罹患率 年齢調整罹患率 粗罹患率 年齢調整罹患率 

平成２８（２０１６）年 ３３．７ １４．７ ２７．９ １３．２ 

平成２９（２０１７）年 ３１．１ １３．３ ２４．７ １１．３ 

平成３０（２０１８）年 ３０．３ １２．６ ２４．２ １０．９ 

（男） 

年次 
全国推計値 埼玉県 

粗罹患率 年齢調整罹患率 粗罹患率 年齢調整罹患率 

平成２８（２０１６）年 ４６．１ ２２．８ ３７．４ １９．７ 

平成２９（２０１７）年 ４３．１ ２０．８ ３３．５ １７．１ 

平成３０（２０１８）年 ４２．５ ２０．０ ３３．３ １６．６ 

（女） 

年次 
全国推計値 埼玉県 

粗罹患率 年齢調整罹患率 粗罹患率 年齢調整罹患率 

平成２８（２０１６）年 ２１．９ ７．７ １８．４ ７．１ 

平成２９（２０１７）年 １９．７ ６．８ １５．９ ６．０ 

平成３０（２０１８）年 １８．７ ６．２ １５．１ ５．７ 

資料：全国がん登録（罹患数・率）（厚生労働省）、埼玉県のがん（埼玉県） 
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⑵ 課題 
ア 肝炎ウイルス検査の更なる促進 

肝炎ウイルスの感染経路は様々であり、個人が肝炎ウイルスに感染した可能性があるか否かを一概に判断することは困難であり、

例え自覚症状がない場合であっても重症化する可能性があるため、全ての県民が、少なくとも１回は肝炎ウイルス検査を受検でき

るよう肝炎ウイルス検査の受検体制を整備し、受検の勧奨を行うことが必要です。 
県や市町村での肝炎ウイルス検査の受検体制を整備し、受検の勧奨を行うとともに、職域における肝炎ウイルス検査の受検機会

を確保する必要があります。 
また、未受検者に対して普及啓発を行うことも重要です。 
 
【図表 2-2-5-10 肝炎ウイルス検査の更なる促進】 

 
資料：一般社団法人日本肝臓学会ＨＰを元に県で作成 
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イ 肝炎医療提供体制の整備 
肝臓学会専門医のいる医療機関には地域差があるため、今後も埼玉県肝炎医療研修会を受講する医師を確保し、県内の全ての肝

炎患者等に対して、適切な医療が提供できるよう取り組む必要があります。 
また、現在、県拠点病院と地区拠点病院には、肝炎医療コーディネーターがおり、肝臓病教室を実施するなど、患者・家族等へ

の支援を行っています。 
ウ 偏見や差別の解消 

肝炎ウイルスの感染経路等についての県民の理解が十分でないことから、肝炎患者等に対する不当な差別が存在することも指摘

されています。 
肝炎患者及びその家族等が、肝炎医療を受けながら、生活の質（ＱＯＬ）の向上を図ることができるよう、相談支援体制の充実

を図るとともに、肝炎患者等一人一人の人権を尊重し、不当な差別を解消する必要があります。 
このため、医療従事者、事業主等関係者のみならず、広く県民に対する肝炎に関する正しい知識の普及啓発と肝炎患者及びその

家族等への情報提供と支援の充実が求められています。 
 

３ 課題解決に向けた主な取組 
⑴ 予防のための施策 
ア 市町村は、妊婦健康診査時に肝炎ウイルス検査を実施し、陽性と分かった妊産婦に対して、検査を実施した医療機関が適切な説

明を行うとともに、検査結果が陽性の妊婦から出生した乳児に対するＢ型肝炎ワクチンの接種等の適切な対応が行われるよう指導

します。 
イ 県は、妊婦健康診査時の肝炎ウイルス検査の結果陽性と分かった者に対する政令指定都市、中核市及び市町村が実施するフォロ

ーアップを支援します。 
ウ 県はＢ型肝炎ワクチンの定期接種が円滑に実施されるよう支援します。 
エ 県、政令指定都市、中核市及び市町村は、医療従事者等の感染のリスクの高い集団を中心として、Ｂ型肝炎ワクチンの有効性、

安全性等に関する情報提供を行います。 
オ 県は、国や市町村等とも連携しながら、ピアスの穴開けやいわゆるアートメイク等血液の付着する器具等の共有を伴う行為や性

行為等、感染の危険性のある行為に興味を抱く年代が幅広く存在することに配慮しつつ、肝炎の正しい知識と理解を深めるための

普及啓発について関係団体等との検討を進めます。 
⑵ 肝炎検査の実施体制の充実 
ア 県、政令指定都市、中核市及び市町村は、肝炎ウイルス検査に関する効果的な広報に取り組むとともに、受検しやすい肝炎ウイ

ルス検査（検診）の実施体制を整備します。 
イ 県は、市町村や埼玉県医師会など関係者等の協力を得て、肝炎ウイルス検査の実施状況の調査・分析を行います。 
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ウ 県は、医療保険者や事業主等の関係者を通じ、職域において、肝炎ウイルス検査の受検勧奨が行われるよう取り組みます。また、

医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果について、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いがなさ

れるよう、医療保険者及び事業主に対して周知を行います。 
エ 県は、肝炎ウイルス検査の受検前及び結果通知時において、受検者が、病態、治療及び予防について正しく認識できるよう、国

が取りまとめる情報を活用し、市町村等と連携を図り、普及啓発を行います。 
オ 県、政令指定都市及び中核市は、医療機関に対し、手術前等に行われる肝炎ウイルス検査の結果について、受検者に適切に説明

を行うよう依頼します。 
カ 医療機関は、肝炎ウイルス検査の結果について確実に説明を行い、受診に繋げるよう取り組みます。 
キ 県拠点病院は、肝炎医療に携わる者に対し、最新の肝炎ウイルス検査等に関する知見の修得のため、埼玉県肝炎医療研修会を開

催します。 
⑶ 肝炎医療を提供する体制の確保 
ア 医療機関は、実施した肝炎ウイルス検査の結果について確実に受検者に対して説明を行い、検査結果が陽性であった場合は適切

な医療につなげるよう取り組みます。 
イ 県、政令指定都市、中核市及び市町村は、肝炎ウイルス検査（検診）の陽性者に対して、早期の専門医等への精密検査受診を勧

奨するなど、適切な受診を促進するとともに医療費助成制度をはじめとする様々な助成制度について周知します。 
ウ 県、政令指定都市、中核市及び市町村は、肝炎ウイルス検査（検診）の陽性者に対して、受療状況を定期的に把握するなどフォ

ローアップを適切に行い、重症化を防ぐものとします。併せて、県は、市町村等が実施する陽性者のフォローアップが効果的に行

われるよう取り組みます。 
エ 県は、県拠点病院を中心に専門医療の推進を図りさらにネットワ－クを強化します。 
オ 県は、肝炎患者等に対する情報提供や、拠点病院、専門医療機関及びかかりつけ医の連携等に資するため、肝炎の病態、治療方

法、肝炎医療に関する制度等の情報を取りまとめた肝炎患者支援手帳を作成し、肝炎患者等に配布します。 
カ 県は、肝炎医療費助成、検査費用助成、身体障害者手帳等肝炎医療に関する情報について、医療関係者や職域において健康管理

に携わる者が肝炎患者等に提供できるように、市町村等や医療保険者等と連携を図り、普及啓発を行います。 
キ 県、政令指定都市、中核市及び市町村は事業主に対して、治療と職業生活の両立について理解を求めていきます。 

⑷ 予防及び肝炎医療に関する人材の育成 
ア 県は、県拠点病院等と協力して、肝硬変及び肝がんを含む肝疾患に係る肝炎医療の水準の向上等を図るため、医療従事者への研

修等人材育成を推進し、県内どの地域にいても適切な診療や治療が受けられる体制整備に努めます。 
イ 県は、県拠点病院が主催する研修について、より効果的な実施方法等を検討し、研修内容の充実が図られるよう協力します。 
ウ 県は、県拠点病院と協力し、地区拠点病院や薬局で従事する肝炎医療コーディネーター、及び行政機関や職域において活動する

肝炎地域コーディネーターを養成します。 
エ 県は、コーディネーターの活動を支援するとともに、各拠点病院等における肝臓病教室の実施について支援します。 
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オ 県は、コーディネーターの活動状況の把握に努めるとともに、コーディネーター間の情報共有や連携がしやすい環境の整備に努

めます。 
⑸ 知識の普及と肝炎患者等の人権の尊重 
ア 県、政令指定都市、中核市及び市町村は、「肝臓週間」（日本肝炎デーを含む１週間）に効果的な啓発を行います。 
イ 県、政令指定都市、中核市及び市町村は、あらゆる世代の県民が、肝炎に係る正しい知識を持つよう、一層強力に普及啓発を行

います。 
県民に対し、母子感染や乳幼児期の水平感染に加えて、ピアスの穴開けやいわゆるアートメイク、性行為等により感染する可能

性があり、予防策を講じる必要があること等、必要な知識の普及啓発を行います。 
ウ 県、政令指定都市、中核市及び市町村は、肝炎患者等への受診勧奨を行うため、医師会、薬剤師会、医療保険者等の医療関係団

体、職域において健康管理に携わる者の団体、事業主団体等の協力を得て、肝炎の予防、病態、治療の必要性、肝炎医療に係る制

度等について普及啓発を行います。 
エ 県は、政令指定都市、中核市及び市町村と連携して、肝炎から進行した肝硬変及び肝がん患者を含む肝炎患者及びその家族等の

不安を軽減するための情報提供を進めます。 
オ 県は、県拠点病院に設置されている肝臓病相談センターを周知します。 
カ 県は、肝炎患者等に対する偏見や差別の被害の防止のための普及啓発を行います。 
キ 県は、国・市町村と連携を図り、人権相談窓口について周知します。 
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（関連指標） 

指標名 現状値 目標値 

１ 
肝炎ウイルス検査を受けたことがある県民の割合 

（＊１）  

６７．８％ 

 

令和３年度 

（２０２１年） 

７０％ 

＊２ 

令和８年度 

（２０２６年） 

２ 

日本肝臓学会肝臓専門医及び 

埼玉県肝炎医療研修会受講修了

医師数の確保 

医療圏当たり１０人（人口 

１０万対）を満たす地区数 
５地区 

令和３年度 

（２０２１年） 
１０地区 

令和８年度 

（２０２６年） 

３ 

肝炎 

コーディ 

ネーターの

設置 

肝炎医療 

コーディネーター 

医療圏当たり１０人（人口 

１０万対）を満たす地区数 
５地区 

令和３年度 

（２０２１年） 
１０地区 

令和８年度 

（２０２６年） 

肝炎地域 

コーディネーター 

医療圏当たり ３人（人口 

１０万対）を満たす地区数 
４地区 

令和３年度 

（２０２１年） 
１０地区 

令和８年度 

（２０２６年） 

     ＊１ 非認識受検率を含む受検率 

＊２ 県内人口に対する昭和生まれの割合 
 

  


